
中津市 Instagramフォトコンテスト 2025企画運営委託業務仕様書 

 

 

１．業務名 

  中津市 Instagramフォトコンテスト 2025企画運営委託業務 

 

２．目的 

Instagramを活用したユーザー投稿型のフォトコンテストを実施することにより、パンフ

レットやポスターなど、今後の中津市の観光ＰＲで活用できるインパクトのある魅力的な写

真を収集するとともに、効果的な情報発信を行い、中津市への来訪の動機づけを図ること

を目的とする。 

 

３．委託期間 

契約締結日から令和８年３月２７日（金）まで 

  

４．業務内容 

（１）フォトコンテストの実施 

   ・募集期間は 60日以上とし、投稿数の目標は 300件とする。 

   ・テーマ、募集区分および最優秀賞以下の賞種（件数含む）については受託者より提案し、 

中津市と協議のうえ決定すること。 

 

（２）事務局の運営 

・フォトコンテスト開催概要・応募要項・応募規約の作成 

・応募作品のデータ及び応募者の個人情報の管理 

・入賞者に係る選定基準の作成 

・選定フローの作成 

・フォトコンテストの応募作品数等の報告 

・応募作品の入賞候補作品の選定 

・中津市への入賞候補作品の報告 

・入選作品の本人確認作業 

・結果発表 

・副賞品の選定及び発送 

・その他フォトコンテスト事務局の運営に必要な業務 

 

（３）作品募集及び情報発信 

① キャンペーンページを作成し、SNSを通じて作品の募集を行うこと。 



② キャンペーンページのメインビジュアルは受託者で制作すること。但し、製作に必要な

画像、ロゴ等は必要に応じて中津市より提供することとする。 

③ 受託者自身が運用している SNS アカウントにより３回以上の告知を行うこと。また、

目標投稿数（300 件）の達成のため追加で情報発信を行うなど必要な措置を講じるこ

と。 

④ 応募にあたって以下の点について、明記すること。 

・応募作品の著作権は原則として応募者に帰属するが、受賞作品は、二次利用共に無

償で中津市（中津市が許可した第三者を含む）が使用できるように条件を明記する

こと。 

 

（４）応募作品収集 

① SNS から特定のハッシュタグ等により自動的に独自の管理システムに作品を収集・格

納することができること。 

 

（５）審査体制 

① オンラインのシステムを使うなど委託者と双方向で審査業務を遂行することができる

こと。 

② 審査するシステムには複数人が同時にログインすることができること。 

③ 全応募作品データ及び入賞作品のデータをダウンロードできること。 

④ 受託者で作品のテーマとの整合性、技術性、表現性の観点から品質チェックの審査を

実施すること。併せて、盗作、合成、加工、社会的相当性の観点から複数人での審査を

実施すること。 

⑤ 入賞候補作品（最大３０作品）の撮影者に自身が撮影した作品かどうかの本人確認作

業及び本人連絡を受託者で実施すること。 

  

（６）結果発表及び副賞品の選定・発送 

① 結果発表日については、別途、中津市と協議するものとする。 

② 受賞予定者から副賞の発送や受賞作品発表などに必要な情報を取得すること。なお、 

受賞予定者とのやり取りは事務局として受託者が実施すること。 

③ 最優秀賞にかかる副賞品については受託者にて選定し、中津市の了承をえたうえで

発送すること。最優秀賞にかかる副賞品の合計金額は 10万円以内とし、委託料に含め

るものとする。最優秀賞以外の賞の副賞品の選定及び発送は委託者にて行うこととす

る。 

 

 

 



６．その他 

（１） 受託者がプライバシーマークの認証を保持していること。 

（２） 受託者は本業務に関して知り得た情報を業務以外の目的に使用してはならない。 

（３） 業務を効率的に行う上で必要と思われる業務について、あらかじめ中津市の承認を受けた

上で、他者に委託又は請負をすることができるものとする。ただし本業務の全部又は主た

る部分を第三者に委託又は請け負わせてはならない。 

（４） 本仕様書に定めていない事項及び作業中に疑義が生じた場合は、その都度、中津市と協議

のうえ作業にあたること。 

（５） 本契約の一部またはすべてにおいて変更や中止が生じることとなった場合は、協議のうえ

別途覚書を交わすこととする。 

 

7．成果物 

 ①業務完了報告書（様式任意） 

 ②受賞作品データ（CD-RやDVD-Rもしくはダウンロードができる環境の提供） 

 

８．納品場所 

  中津市役所 産業経済部 観光課 

  871-8501 大分県中津市豊田町 14番地 3 

 

８．支払方法 

中津市による検査終了後に、受託者の請求に基づき、速やかに支払うものとする。 

 


